
 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 
 

 

 

観光庁⻑官登録旅⾏業第 1668号／社団法⼈全国旅⾏業協会正会員 

果無峠から⾒渡す熊野川の流れ。いにしえ⼈たちが⾒た同じ原風景が今も広がります 



 

 

 

 

 

 

熊野古道熊野古道熊野古道熊野古道 

  

 小辺路小辺路小辺路小辺路    熊野古道は、熊野三山（熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社）へと通じる参詣

道の総称。2004 年、「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として世界遺産に登録されました。熊野は古来より神

聖な地として崇められてきましたが、平安時代末になると現世浄土を求めて熊野信仰が高まり、天皇や貴族ら

の間で熊野三山詣が一気に流行しました。その賑わいは「蟻の熊野詣」と例えられたほどです。その後、時を

経る中でいくつかの道が開かれ、現在は京から田辺までの紀伊路、田辺から内陸を熊野本宮に向かう中辺路（な

かへち）、田辺から海岸沿いを那智、新宮へと向かう大辺路（おおへち）、高野山から熊野本宮へ向かう小辺

路（こへち）、伊勢神宮から熊野本宮へ向かう伊勢路、吉野から熊野へ向かう山岳修験道の行場・大峰奥駈道

の 6 ルートが知られています。今回歩く小辺路は真言密教の総本山・高野山と熊野本宮大社の二大聖地を結び、

熊野古道の中では最短距離ながら伯⺟⼦峠、果無峠など 1,000m 級の峠越えが 3 ヵ所もある険しいルートです。

それだけに辺りにはひときわ清らかで凛とした空気が漂い、より深く熊野のパワーを感じ取ることができます。 

 

    

 

 

 

 

    

    

 

 

  

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日本で唯一、海外でも珍しい「道」の世界遺産・ 

熊野古道の自然と歴史を肌で感じながら歩く！ 

2 熊野古道の中で最も険しく(大峰奥駈道を除く)、 

達成感のある小辺路約70㎞を3泊4日で踏破！ 

3 伯母子岳、三浦峠、果無峠などの 1,000m 級の 

山や峠を越え、雄大な展望も魅力のルート 

4 十津川温泉など山間の湯や素朴な宿に泊まり、 

熊野の原風景や、郷土の味覚なども楽しむ！ 

ポイント 

日本二百名⼭の⼀座・伯⺟⼦岳 

▲⽇本の⾥ 100 選に選ばれている天空の郷・果無集落 

▲熊野三山の中心・熊野本宮大社。厳粛な佇まいに 

心が洗われます 



 

※歩程の時間は、休憩などを除いた実質歩⾏時間の目安です。当日の天候や道路状況によって変わります。 

    

    

 月 日 地  名 ス ケ ジ ュ ー ル 食事 

1 
10/22 

(月) 

新 千 歳 

関⻄または伊丹 

高 野 山 

新千歳空港✈関⻄または伊丹空港  

バス、鉄道などを乗り継いで世界遺産高野山へ。 

宿坊にチェックイン後、夕食までフリータイム。檀上伽藍、⾦剛峯寺、奥の

院など、ご自由に境内の散策をお楽しみ下さい。 

ご希望があれば添乗員がご案内します。         【高野山・泊】 

―

― 

夕 

2 
10/23 

(火) 

高 野 山 

( ⾦ 剛 三 昧 院 ) 

⾼野⻯神スカイライン 

水 ヶ 峰 分 岐 

大 股 

■■■■歩⾏ 1 日目／高野山〜水ヶ峰〜野迫川村〜⼤股  

高野山⾦剛三昧院からスタート。なだらかなアップダウンの道を薄峠へ。丁

石を経て⾼野⻯神スカイラインに合流。暫く展望の良い舗装道路を歩き水ヶ

峰分岐へ。かつて水ヶ峰集落があった和歌山と奈良の県境で、ここから再び

山道に入り、なだらかな下りで大股の集落へ。 

●●●●歩程約 17 ㎞／約５時間          【野迫川村または大股・泊】 

朝 

― 

夕 

3 
10/24 

(水) 

大 股 

桧 峠 

伯 ⺟ ⼦ 峠 

( 伯 ⺟ ⼦ 岳 ) 

⽔ ヶ 元 茶 屋 跡 

五 百 瀬 

■■■■歩⾏ 2 日目／大股〜桧峠〜伯⺟⼦峠〜五百瀬 

標高差約 600m を越えるハードな１日です。スタートから登りで、萱小屋跡

から桧峠までつづれ折りの急坂が続きます。やがて緩やかになり伯⺟⼦峠

(1,246m)へ。好天なら日本二百名山の伯⺟⼦岳(1,344m)に登り、紀伊山地の

展望を楽しみます。ここからは旅籠があった上⻄家跡や⽔ヶ元茶屋跡、待平

屋敷跡など、かつての生活の跡を⾒ながら下っていきます。吉野杉などの雑

木林の中を抜けて⾞道に出ると、五百瀬(三浦口)の集落です。 

●●●●歩程約 16 ㎞／約５時間                【五百瀬・泊】 

朝 

― 

夕 

4 
10/25

（木） 

五 百 瀬 

三 浦 峠 

矢 倉 観 音 堂 

⻄ 中 

福 田 寺 跡 

柳 本 橋 

十 津 川 温 泉 

■■■■歩⾏ 3 日目／五百瀬〜三浦峠〜十津川温泉 

スタートから三浦峠(1,080m)まで約２時間の登りで

す。途中の三十丁の水が疲れた体と喉を潤してくれま

す。休憩所とトイレのある峠で一休みしたら、石仏や

古⺠家跡、石畳など古き良き風情が残る道を⻄中まで

下っていきます。この辺りで昼食。後は⻄川の流れに

沿って柳本橋(十津川温泉)まで約 7 ㎞、国道 425 号の

舗装道路歩きです。源泉かけ流しの温泉宿で溜まった

疲れを癒しましょう。 

●●●●歩程約 19 ㎞／約 6 時間   【十津川温泉・泊】 

朝 

― 

夕 

5 
10/26 

(⾦) 

十 津 川 温 泉 

果 無 集 落 

果 無 峠 

八 木 尾 

三 軒 茶 屋 跡 

祓 殿 王 子 

熊 野 本 宮 大 社 

熊野本宮温泉郷 

■■■■歩⾏ 4 日目／十津川温泉〜果無峠〜八木尾〜熊野本宮大社 

いよいよ最終日です。まずは急坂の石畳を登り、日本の⾥ 100 選に選ばれ

た果無集落へ。懐かしい日本の原風景を眺めたら、最大の難所・果無峠への

本格的な登りとなります。急坂が続きますが、古い石畳や⻄国三十三観音霊

場を模した石仏など、最も熊野古道らしいセクションなので疲れも忘れま

す。登り切ると果無峠(1,114m)。眼下に熊野川の悠久の流れが雄大です。 

峠から急坂の下りで八木尾の集落へ。さらに三軒茶屋跡まで国道 168 号を歩

いて中辺路に合流し、40 分ほど古道を歩けば祓殿王子を経て、遂に熊野本

宮大社へゴールです。 

ゆっくり参拝し、時間があれば旧社殿地の大斎原(おおゆのはら)を⾒学。 

その後、熊野本宮温泉郷(湯の峰または渡良瀬または川湯)の宿へ。 

●●●●歩程約 15 ㎞／約 6 時間           【熊野本宮温泉郷・泊】 

朝 

― 

夕 

6 
10/27 

(土) 

熊野本宮温泉郷 

新 宮 

関⻄または伊丹 

新 千 歳 

朝食後、新宮へ。時間があれば熊野三山のひとつ熊野速玉大社を参拝します。

その後、鉄道とバスを乗り継いで関⻄または伊丹空港へ。 

関⻄または伊丹✈新千歳 

 ※南紀白浜空港より羽田経由になる場合もあります 

朝 

― 

― 

▲三浦峠近くの杉の巨木 

熊野古道・⼩辺路(約 70 ㎞)を歩く ⾏程表(暫定) 



■■■■旅⾏代⾦：新千歳発着 188,000 円  羽田発着 168,000 円 

現地(関⻄または伊丹空港)集合解散 148,000 円 ※詳しくはお問い合わせ下さい 

■⼀⼈部屋追加代⾦：ご希望に応じて別途お⾒積もりいたします  

※※※※宿泊施設によってはご用意できない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。 

■最少催⾏⼈員：４名（最大募集人員 10 名） 

■添乗員(ツアーリーダー)： 新千歳空港より全⾏程同⾏します 

※６名様以上の場合、古道歩きには熊野古道公認ガイドの語り部さんも同⾏します。 

■食  事：朝 5 回・昼０回・夕 5 回 

■利⽤予定宿泊施設：高野山／宿坊 大股または野迫川温泉／ホテル野迫川 

 五百瀬／農家⺠宿 岡田、政所、 

十津川温泉／松乃家 熊野本宮温泉郷／すみや(川湯温泉)、よしのや(湯の峰温泉) 

やまゆり(渡瀬温泉) または各地同等クラス／1 室 2名〜4 名 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� 宿泊はコース上の旅館、ホテル、ロッジ、⺠宿などに宿泊いたします。原則として一室 2 名〜4名程度

となります（ご希望の⽅には別途追加料⾦にて⼀⼈部屋を⼿配できる場合があります）。 

� 朝食と夕食は旅⾏代⾦に含まれており、ほとんど宿泊施設で提供されます。 

� 昼食は各自でご負担いただきます。宿泊施設のお弁当をオーダーするか(宿によってはご用意できない

場合もあります)、近隣の商店等でご購入下さい。 

� ⾏程は現地事情により変更する場合があります。宿泊施設の混み具合によっては、近隣の宿泊施設へ⾞

での送迎が発生する場合があります。 

� 基本、荷物の回送サービスはありません。⾏動中の荷物は全てご自身で背負っていただきます。ただし、

4 日目の十津川温泉から 5 日目の熊野本宮温泉郷の宿までは、不要な荷物を回送いたします。 

� 原則として雨天の日も歩きますが、危険が生じるような悪天候の場合、ツアーリーダーの判断で⾏程を

短縮、変更、中⽌することがあります。また、やむを得ず路線バスやタクシーを利⽤する場合がありま

す。それら予定外の費用に付きましては、各自にて別途ご負担願います。 

� 国内旅⾏保険への契約をお勧めいたします。弊社では AIG 保険会社を取り扱っています。 
 

＜旅⾏条件抜粋＞ 旅⾏条件書は当パンフレットの記載内容が兼ねます 

■■■■募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約    この旅行は、株式会社ノマド（以下「当社」という）が企画募集し実施する企画旅行です。旅行に参

加されるお客様は当社と企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。 

    
■■■■旅行のお申し込み及び契約成立時期旅行のお申し込み及び契約成立時期旅行のお申し込み及び契約成立時期旅行のお申し込み及び契約成立時期    旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金（お支払い対

象旅行代金）を受理した時に成立します。（通信契約の場合を除きます。） 

    
■■■■お申込金（お一人様）お申込金（お一人様）お申込金（お一人様）お申込金（お一人様） 

●旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％以上旅行代金まで 

    
■■■■取消料取消料取消料取消料    旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは下記の金額を取消料として申し受けます（お一人様） 

旅行契約の解除期日 

4/27～5/6、7/20～8/31、 

12/20～1/7 に開始する旅行 

左記以外の 

旅行開始日 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって４０日

目にあたる日以降～３１日目にあたる日まで 

旅行代金の１０％ 

（１０万円を上限） 

無料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって３０日

目にあたる日以降～３日目にあたる日まで 

旅行代金の２０％ 

旅行開始日の前々日～旅行開始日まで 旅行代金の５０％ 

旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の１００％ 

■■■■旅行代金のお支払い旅行代金のお支払い旅行代金のお支払い旅行代金のお支払い    旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日より前に（お申し込み

間際の場合は当社らが指定する期日までに）お支払いください。 

    
■■■■旅行旅行旅行旅行代金に含まれるもの代金に含まれるもの代金に含まれるもの代金に含まれるもの    旅行日程に明示した★運送機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運送機関の課す付加運

賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課され

るものに限ります。以下同様とします。）を含みません。★宿泊費★食事代旅行取扱料金および消費税等諸税、サービス料★

お一人様につきスーツケース等１個の受託手荷物運送代金。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻

しはいたしません。 

■■■■旅行代金に含まれないもの旅行代金に含まれないもの旅行代金に含まれないもの旅行代金に含まれないもの    前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。★超過手荷物料

金★運送機関の課す付加運賃・料金★クリーニング代、電報電話料、追加飲食代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付

その他個人的性質の諸費用とそれに伴う税・サービス料★注釈のない限り日本国内の空港使用料★旅行日程中の空港

税、空港使用料等 

    
■■■■特別補償特別補償特別補償特別補償    当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款

別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激且つ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は

手荷物上に被った一定の損害について、予め当社約款特別補償規程に定める金額の範囲において、補償金又は見舞金

を支払います。 

    
■■■■旅行条件（抜粋）基準日旅行条件（抜粋）基準日旅行条件（抜粋）基準日旅行条件（抜粋）基準日 この旅行条件は 2018年 3月 1 日を基準としています。又、この旅行代金は 2018年 3月 1

日現在の有効なものとして公示されている運賃・規則、又は 2018 年 3 月 1 日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基

準として算出しています。 

 

  

 

■■■■個人情報の取り扱いについて個人情報の取り扱いについて個人情報の取り扱いについて個人情報の取り扱いについて    当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客

様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれ

らのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、[1]当社ら及び当社らの

提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い[3]アンケートの

お願い[4]特典サービスの提供[5]統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。これらの事

業者への個人データの提供の停止を希望される場合は出発前までにお申し出下さい。 

    
■■■■その他その他その他その他    旅行代金は特に記載のない限りお一人様分を表示しています。また、こども代金は旅行開始日当日を基準に満

2 歳以上～12 歳未満の方に適用します。また、旅行の中途離団等、お客様の都合で旅行日程を変更する場合は、別途追

加手数料等をお支払いいただいた上で可能な限りご希望に沿うよう努力しますが、運送機関等の状況により不可能な場合

があります。また、「離団証明書」等の証明書類に署名、捺印等をいただく場合があります。 

 

◎海外危険情報・衛生情報について 

「外務省海外危険情報」は「海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）」または、外務省海外安全情報センタ

ー（TEL:03-5501-8162／受付時間：外務省閉庁時を除く 09:00～17:00）などでご確認いただけます。 

渡航先の衛生状況は「厚生労働省検疫感染症ホームページhttp://www.forth.go.jp」でご確認いただけます。 

■旅行企画・実施  株式会社ノマド                                

〒060-0062 札幌市中央区南２条西６丁目８番地一閤ビル２階・５階 
 

観光庁長官登録旅行業第１６６８号 

総合旅行業務取扱管理者  早坂 悟     

■お申し込み・お問い合わせ／ノマド・ツアーデスク 

TEL：：：： 011-251-1900  FAX：：：：011-261-2019 

e-mail: tour@hokkaido-nomad.co.jp 
HP     http://www.hokkaido-nomad.co.jp 

 


